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司法行政文書開示通知書

11月15日付け（同月17日受付，第030701号）で申出のありました司

法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

11月12日付け司法研修所事務局経理課用度係送付「司法修習生バッジの送

付について」 （別添文書を含む。 ） （片面で1枚，両面で1枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，公にすることにより事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

ある情報（電話番号）が記載されており， この情報は，行政機関情報公開法第5

条第6号に定める不開示情報に相当することから， この情報が記載されている部

分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

】

担当課秘書課（文書室） 電話03 (3264) 5652 (直通）



令和3年11月12日

第75期司法修習生各位

司法研修所事務局経理課用度係

司法修習生バッジの送付について（送付）

標記のバッジを添付のとおり送付します。

なお，使用に当っては，破損，紛失に十分注意をし，大切に扱ってください。

また，使用についての別添注意事項も送付しますので，必ず読んでおいてくださ

い。

～



修習生バッジは

貸与物です！

｢萱~写1．導入修習開始時
I

今｛
司法研修所で修習中→司法研修所経理課用度係
(オンライン含む）

配属庁で実務修習中→所属の地方裁判所総務課

再交付申請

|※紛失の場合は.所管する警察署に遺失物届を提出する必要がある。
（申請害に遺失物届受理番号の記載をしなければならない｡）

▼

還返 ◎身分喪失時

◎修習終了時 試期間中に全員返還する‐
一○

※従前考試期間中に返還を忘れ，修習終了後の就職先等にまで
取り，督促を行わなければならない者が数名いたため，その様
が起こらないように注意する。

U

(バッジに関する問合せ先）

’’
司法研修所経理課用度係
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